
 「「Google Pay トークンサービス」モバイルペイメント規定」  新旧対比表（2025 年 12 月 4 日付変更） 

新（赤文字部分が変更箇所） 旧（赤文字部分が変更箇所） 

第1条 総則 

第1条 目的等 

1. 本規定は、au じぶん銀行株式会社（以下「当社」とい

う。）から当社所定の会員規約（以下「会員規約」とい

う。）に基づきじぶん銀行スマホデビット（以下「スマホデビッ

ト」という。）の提供を受けた会員が、Google 社が別途指

定する機種のモバイル端末（以下「指定モバイル端末」とい

う。）を使用する方法によりデビット取引を行う場合の、当

社、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といい、JCB と当

社を併せて「両社」という。）または両社が会員に提供するサ

ービス（以下「本サービス」という。）の内容、利用方法、そ

の他当社と会員との間の契約関係（以下、本サービスにか

かる会員と当社との間の契約関係を「本契約」という。）等に

ついて定めるものです。会員は、本規定に同意の上、本規定

にかかるサービスの提供を受けるものとします。 

（省略） 

3. 利用者は、本規定にかかわらず、当社が別途公表した日以

降に、第 12 条第 1 項第 2 号および第 3 号の加盟店

において本サービスによるデビットショッピング利用ができます。 

 

 

第2条 用語の定義 

（省略） 

 

第3条 契約手続き等 

スマホデビットを利用する会員が本規定に同意の上、会員が本サ

ービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介

して、Google 社および両社所定の方法により本契約の申込み

を行い、Google 社および両社がそれぞれ審査の上承認した場

合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末

を通じて、利用者たる会員に通知され、当該通知と共に指定モバ

イル端末に Google 社所定の登録がなされることにより、当該指

定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要

と認める場合、当社はその他の方法により利用者たる会員に通知

を行う場合があります。 

 

第4条 トークン番号 

1. 当社は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン

番号を発行します。トークン番号が発行された場合（第 5 

条第 5 項に基づき追加発行トークン番号が発行された場

第1章 総則 

第1条 目的等 

1. 本規定は、au じぶん銀行株式会社（以下「当行」とい

う。）から当行所定の会員規約（以下「会員規約」とい

う。）に基づきじぶん銀行スマホデビット（以下「スマホデビッ

ト」という。）の提供を受けた会員が、Google 社が別途

指定する機種のモバイル端末（以下「指定モバイル端末」

という。）を使用する方法によりデビット取引を行う場合の、

当行、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といい、JCB 

と当行を併せて「両社」という。）または両社が会員に提供

するサービス（以下「本サービス」という。）の内容、利用方

法、その他当行と会員との間の契約関係（以下、本サービ

スにかかる会員と当行との間の契約関係を「本契約」とい

う。）等について定めるものです。会員は、本規定に同意の

上、本規定にかかるサービスの提供を受けるものとします。 

（省略） 

3. 利用者は、本規定にかかわらず、当行が別途公表した日

以降に、第 12 条第 1 項第 2 号および第 3 号の加盟

店において本サービスによるデビットショッピング利用ができま

す。 

 

第2条 用語の定義 

（省略） 

 

第3条 契約手続き等 

スマホデビットを利用する会員が本規定に同意の上、会員が本サ

ービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介

して、Google 社および両社所定の方法により本契約の申込み

を行い、Google 社および両社がそれぞれ審査の上承認した場

合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端

末を通じて、利用者たる会員に通知され、当該通知と共に指定

モバイル端末に Google 社所定の登録がなされることにより、

当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当

行が必要と認める場合、当行はその他の方法により利用者たる

会員に通知を行う場合があります。 

 

第4条 トークン番号 

1. 当行は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トーク

ン番号を発行します。トークン番号が発行された場合（第 

5 条第 5 項に基づき追加発行トークン番号が発行された



合を含む。）、本件モバイル端末には、Google 社所定の

仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示さ

れます。なお、利用者は当社に対して問い合わせることによ

り、トークン番号の全桁の数字の通知を受けることができます

が、第 3 項の管理責任を負うこととなるため、特別な事情

がない限り、利用者がトークン番号の全桁を知ることは推奨さ

れません。 

（省略） 

 

第5条 トークン番号の種類等 

（省略） 

2. 前項各号のトークン番号は、原則として両方が同時期に発

行されます。ただし、以下の各号に定める場面ではいずれか

の種類のトークン番号が発行されないこと（発行されない種

類のトークン番号を、以下「未発行トークン番号」という。）に

ついて、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。 

(1) 本サービスの提供開始後、当社が別途公表する日まで

は、トークン番号(JCB Contactless 等)は発行されま

せん。 

(2) 指定モバイル端末の機種、機能その他本契約の申込

時の状況（第 6 条に定める制限の対象となる場合を

含むが、これに限られない。）によっては、いずれかの種

類のトークン番号が発行されない場合があります。 

3. 利用者に発行されたトークン番号の種類は、第 3 条および

本条第 5 項に定める通知の内容により確認することができ

るほか、当社に問い合わせる方法により確認することができま

す。 

（省略） 

5. 前項の申込みに対して Google 社および当社がそれぞれ

審査の上承認した場合に、未発行トークン番号が発行され

ます。かかる発行は、指定モバイル端末を通じて、利用者に

通知され、本件モバイル端末上で Google 社所定の登録

がなされることにより完了します（当該発行が完了した未発

行トークン番号を、以下「追加発行トークン番号」という。ま

た、先に発行されたトークン番号を、以下「先発行トークン番

号」という。）。この場合、追加発行トークン番号が「トークン

番号」に含まれるものとして本規定が適用されるものとし、追

加発行トークン番号に関する当社と利用者との間の契約関

係は、既に成立している本契約の一部を構成するものとしま

す。 

 

第6条 トークン番号(QUICPay)の発行上の制限 

（省略） 

場合を含む。）、本件モバイル端末には、Google 社所定

の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表

示されます。なお、利用者は当行に対して問い合わせること

により、トークン番号の全桁の数字の通知を受けることがで

きますが、第 3 項の管理責任を負うこととなるため、特別

な事情がない限り、利用者がトークン番号の全桁を知ること

は推奨されません。 

（省略） 

 

第5条 トークン番号の種類等 

（省略） 

2. 前項各号のトークン番号は、原則として両方が同時期に発

行されます。ただし、以下の各号に定める場面ではいずれか

の種類のトークン番号が発行されないこと（発行されない種

類のトークン番号を、以下「未発行トークン番号」という。）

について、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。 

(1) 本サービスの提供開始後、当行が別途公表する日ま

では、トークン番号(JCB Contactless 等)は発行さ

れません。 

(2) 指定モバイル端末の機種、機能その他本契約の申込

時の状況（第 6 条に定める制限の対象となる場合

を含むが、これに限られない。）によっては、いずれかの

種類のトークン番号が発行されない場合があります。 

3. 利用者に発行されたトークン番号の種類は、第 3 条およ

び本条第 5 項に定める通知の内容により確認することが

できるほか、当行に問い合わせる方法により確認することが

できます。 

（省略） 

5. 前項の申込みに対して Google 社および当行がそれぞれ

審査の上承認した場合に、未発行トークン番号が発行され

ます。かかる発行は、指定モバイル端末を通じて、利用者に

通知され、本件モバイル端末上で Google 社所定の登

録がなされることにより完了します（当該発行が完了した未

発行トークン番号を、以下「追加発行トークン番号」という。

また、先に発行されたトークン番号を、以下「先発行トークン

番号」という。）。この場合、追加発行トークン番号が「トー

クン番号」に含まれるものとして本規定が適用されるものと

し、追加発行トークン番号に関する当行と利用者との間の

契約関係は、既に成立している本契約の一部を構成する

ものとします。 

 

第6条 トークン番号(QUICPay)の発行上の制限 

（省略） 



3. 第 1 項に基づきトークン番号(QUICPay)の発行を受ける

ことができない場合でも、第 3 条および第 5 条第 4 項に

定める申込みにあたり、既存 QUICPay サービスの利用を

自動的に停止する Google 社所定の手続き（以下「本

件自動停止手続き」という。）を行うことにより、トークン番号

(QUICPay)の発行を受けることができます。なお、本契約が

成立せずまたはトークン番号(QUICPay)の発行がなされな

かった場合でも、本件自動停止手続きが完了していれば、既

存 QUICPay サービスの利用は自動的に停止されます。会

員は、共同占有者その他の者が既存 QUICPay サービス

を利用していないことを確認したうえで、自己の責任と判断の

下、本件自動停止手続きを行うものとします。また、当社は、

本件自動停止手続きによって利用者たる会員その他の者に

損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失がない

限り、一切の責任を負わないものとします。 

 

 

第7条 付帯サービス 

（省略） 

3. 当社、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合に

は、当社、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよ

びその内容を変更することがあります。 

 

第8条 本件モバイル端末・パスコード等の管理等 

（省略） 

 

第2章 個人情報の取扱い 

第9条 個人情報の収集、保有、利用 

1. 利用者および本契約を申し込まれた方（以下「利用者等」

という。）は、当社が、(1)本契約の締結有無の判断、(2)

本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に基づく

サービスの提供のために、Google 社から以下の①から④の

個人情報の提供を受け、利用することに同意します。 

 

（省略） 

2. 利用者は、当社が Google 社に対して、(1)Google 社

における本契約締結後の管理、(2)Google 社の利用者に

対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利用者

の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、および本

件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関

する情報を提供する場合があることに同意します。 

3. 第 1 項に基づきトークン番号(QUICPay)の発行を受ける

ことができない場合でも、第 3 条および第 5 条第 4 項

に定める申込みにあたり、既存 QUICPay サービスの利用

を自動的に停止する Google 社所定の手続き（以下

「本件自動停止手続き」という。）を行うことにより、トークン

番号(QUICPay)の発行を受けることができます。なお、本

契約が成立せずまたはトークン番号(QUICPay)の発行が

なされなかった場合でも、本件自動停止手続きが完了して

いれば、既存 QUICPay サービスの利用は自動的に停止

されます。会員は、共同占有者その他の者が既存 

QUICPay サービスを利用していないことを確認したうえで、

自己の責任と判断の下、本件自動停止手続きを行うもの

とします。また、当行は、本件自動停止手続きによって利用

者たる会員その他の者に損害が発生した場合でも、当行に

故意または重過失がない限り、一切の責任を負わないもの

とします。 

 

第7条 付帯サービス 

（省略） 

3. 当行、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合

には、当行、JCB またはサービス提供会社は付帯サービス

およびその内容を変更することがあります。 

 

第8条 本件モバイル端末・パスコード等の管理等 

（省略） 

 

第2章 個人情報の取扱い 

第9条 個人情報の収集、保有、利用 

1. 利用者および本契約を申し込まれた方（以下「利用者

等」という。）は、当行が、(1)本契約の締結有無の判断、

(2)本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に

基づくサービスの提供のために、Google 社から以下の①か

ら④の個人情報の提供を受け、利用することに同意しま

す。 

（省略） 

2. 利用者は、当行が Google 社に対して、(1)Google 社

における本契約締結後の管理、(2)Google 社の利用者

に対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利

用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、およ

び本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪

用に関する情報を提供する場合があることに同意します。 

 

 



3. 利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託

する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第１項に定める

個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。 

 

第10条 契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用 

利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本

契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情

報の保有および利用を行うことに同意するものとします。 

 

第3章 モバイルペイメントサービス 

第11条 利用可能な金額 

（省略） 

2. 前項にかかわらず、第 12 条第１項第 1 号の加盟店にお

いては、1 回当たりの利用上限額は 500,000 円（ただ

し、当社又は利用者がこれより低い利用上限額を設定して

いる場合は、当該利用上限額が適用されます。）となりま

す。 

3. 前二項にかかわらず、当社が特に定める加盟店においては、

1 回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金

額となります。 

 

第12条 デビットショッピング利用 

（省略） 

4. 前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が

加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継

続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行う

ことなく、本サービスにより決済することができる場合がありま

す。 

5. 利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端

末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カー

ドによりデビットショッピング利用したものとみなされ、指定カード

の本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せ

て、会員規約に基づき、当社に対して支払いを行うものとしま

す。 

（省略） 

 

第4章 その他 

第13条 本件モバイル端末の紛失、盗難 

1. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービス

を利用された場合には、その利用代金は本会員の負担としま

す。この場合、会員規約（カードの紛失、盗難による責任の

区分）第 29 条第 2 項の適用はありません。 

3. 利用者等は、当行が本契約に基づく業務を第三者に委託

する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第１項に定め

る個人情報を当該業務委託先に預託することに同意しま

す。 

第10条 契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用 

利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本

契約が終了した後であっても、当行が前条の定めに従い個人情

報の保有および利用を行うことに同意するものとします。 

 

第3章 モバイルペイメントサービス 

第11条 利用可能な金額 

（省略） 

2. 前項にかかわらず、第 12 条第１項第 1 号の加盟店に

おいては、1 回当たりの利用上限額は 500,000 円（た

だし、当行又は利用者がこれより低い利用上限額を設定し

ている場合は、当該利用上限額が適用されます。）となり

ます。 

3. 前二項にかかわらず、当行が特に定める加盟店において

は、1 回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定め

る金額となります。 

 

第12条 デビットショッピング利用 

（省略） 

4. 前項にかかわらず、当行が特に認めた場合には、利用者が

加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して

継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を

行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があ

ります。 

5. 利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端

末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カ

ードによりデビットショッピング利用したものとみなされ、指定カ

ードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併

せて、会員規約に基づき、当行に対して支払いを行うものと

します。 

（省略） 

 

第4章 その他 

第13条 本件モバイル端末の紛失、盗難 

1. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービ

スを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担と

します。この場合、会員規約（カードの紛失、盗難による責

任の区分）第 27 条第 2 項の適用はありません。 

 



2. 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合に

は、直ちに、次の第 1 号の措置をとり、かつ、第 2 号また

は第 3 号の措置をとるものとします。なお、通信事業者によ

っては第 3 号の措置に対応していないこともありますので、

第 3 号の措置をとる場合には、あらかじめ通信事業者にお

問い合わせください。 

(1) 当社に対する届出 

（省略） 

 

第14条 一時停止等 

1. 当社は、本サービスを提供するためのシステム（以下「本決

済システム」という。）の定期的な保守点検および更新を行

うために、本サービスを一時停止します。 

（省略） 

 

第15条 免責 

（省略） 

 

第16条 契約期間 

（省略） 

4. 第 1 項および第 2 項にかかわらず、当社は契約満了日

前であっても、1 ヶ月前までに利用者に対して通知することに

より、本契約を終了することができます。 

（省略） 

 

第17条 解除等 

1. 当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して

相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期

間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通

知を要することなく、本契約を解除できます。 

2. 次の第 1 号から第 6 号のいずれかに該当するときは、当

社からの催告および通知を要せず当然に、また第 7 号から

第 10 号のいずれかに該当するときは、当社からの通知によ

り、本契約は終了します。 

（省略） 

(5) 指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル

端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断し

たとき 

(6) 利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失した

旨通知したとき 

（省略） 

(10) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当 

社が判断したとき 

2. 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合

には、直ちに、次の第 1 号の措置をとり、かつ、第 2 号ま

たは第 3 号の措置をとるものとします。なお、通信事業者

によっては第 3 号の措置に対応していないこともありますの

で、第 3 号の措置をとる場合には、あらかじめ通信事業者

にお問い合わせください。 

(1) 当行に対する届出 

（省略） 

 

第14条 一時停止等 

1. 当行は、本サービスを提供するためのシステム（以下「本決

済システム」という。）の定期的な保守点検および更新を行

うために、本サービスを一時停止します。 

（省略） 

 

第15条 免責 

（省略） 

 

第16条 契約期間 

（省略） 

4. 第 1 項および第 2 項にかかわらず、当行は契約満了日

前であっても、1 ヶ月前までに利用者に対して通知すること

により、本契約を終了することができます。 

（省略） 

 

第17条 解除等 

1. 当行は、利用者が本契約に違反し、当行が利用者に対し

て相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当

期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対し

て通知を要することなく、本契約を解除できます。 

2. 次の第 1 号から第 6 号のいずれかに該当するときは、当

行からの催告および通知を要せず当然に、また第 7 号か

ら第 10 号のいずれかに該当するときは、当行からの通知

により、本契約は終了します。 

（省略） 

(5) 指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル

端末を第三者が悪用した可能性があると当行が判断し

たとき 

(6) 利用者が当行に対して、本件モバイル端末を紛失した

旨通知したとき 

（省略） 

(10) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当

行が判断したとき 



 

第18条 準拠法 

（省略） 

 

第19条 合意管轄裁判所 

利用者は、利用者と当社との間で訴訟が生じた場合、当社本社

を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とすることに同意するもの

とします。 

 

第20条 本規定の改定等 

1. 将来本規定が改定され、当社がその内容を次項の方法によ

り通知または公表した後に利用者が本サービスを利用した場

合、利用者は当該改定内容を承認したものとみなします。 

2. 当社が利用者に周知する方法は、利用者が当社に対して 

E メールアドレスを届出ているか否かに応じ、以下の方法によ

るものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮

の上、当社に E メールアドレスを届け出るか否かを判断する

ものとします。 

(1) 利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出てい

る場合、当該 E メールアドレス宛に通知する方法 

(2) 利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出てい

ない場合、当社の WEB サイトに公表する方法。な

お、当社は、当該公表を行った旨を、利用者に対してプ

ッシュ通信の方法で通知します （利用者が本件モバイ

ル端末においてプッシュ通信機能を利用する場合に限り

ます。）。また、当社は、当社が特に必要と認める場合

に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通

知を行います。 

3. 当社は、本サービスの内容を変更した場合（ただし、軽微な

変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きま

す。）にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知また

は公表します。 

 

以上 

【2025 年 12 月 4 日現在】 

 

第18条 準拠法 

（省略） 

 

第19条 合意管轄裁判所 

利用者は、利用者と当行との間で訴訟が生じた場合、当行本社

を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とすることに同意するもの

とします。 

 

第20条 本規定の改定等 

1. 将来本規定が改定され、当行がその内容を次項の方法によ

り通知または公表した後に利用者が本サービスを利用した場

合、利用者は当該改定内容を承認したものとみなします。 

2. 当行が利用者に周知する方法は、利用者が当行に対して 

E メールアドレスを届出ているか否かに応じ、以下の方法によ

るものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮

の上、当行に E メールアドレスを届け出るか否かを判断する

ものとします。 

(1) 利用者が当行に対して E メールアドレスを届け出ている

場合、当該 E メールアドレス宛に通知する方法 

(2) 利用者が当行に対して E メールアドレスを届け出ていな

い場合、当行の WEB サイトに公表する方法。なお、

当行は、当該公表を行った旨を、利用者に対してプッシ

ュ通信の方法で通知します （利用者が本件モバイル

端末においてプッシュ通信機能を利用する場合に限りま

す。）。また、当行は、当行が特に必要と認める場合に

限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知

を行います。 

3. 当行は、本サービスの内容を変更した場合（ただし、軽微な

変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きま

す。）にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知また

は公表します。 

 

以上 

【2020 年 2 月 9 日現在】 

 

 

 


